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改

正

後

改

正

前

（
法
第
九
条
第
二
項
の
地
域
及
び
者
）

（
法
第
九
条
第
二
項
の
地
域
及
び
者
）

第
一
条

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

第
一
条

［
同
上
］

。
）
第
九
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
・
外
務
省
令
で
定
め
る
地
域
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
と
し
、
同
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
・
外
務
省
令
で

定
め
る
者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

台
湾
（
次
号
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）

公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾
交
流

一

台
湾
（
次
号
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）

公
益
財
団
法
人
交
流
協
会
（
昭

協
会
（
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
八
日
に
財
団
法
人
交
流
協
会
と
い
う
名
称
で
設

和
四
十
七
年
十
二
月
八
日
に
財
団
法
人
交
流
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た

立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
台
北
事
務
所
長

法
人
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
台
北
事
務
所
長

二

台
湾
（
雲
林
県
、
嘉
義
市
、
嘉
義
県
、
台
南
市
、
高
雄
市
、
台
東
県
、
屏
東

二

台
湾
（
雲
林
県
、
嘉
義
市
、
嘉
義
県
、
台
南
市
、
高
雄
市
、
台
東
県
、
屏
東

県
及
び
澎
湖
県
の
地
域
に
限
る
。
）

公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾
交
流
協
会
高

県
及
び
澎
湖
県
の
地
域
に
限
る
。
）

公
益
財
団
法
人
交
流
協
会
高
雄
事
務
所

雄
事
務
所
長

長

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


